
令和元年１１月１日
（令和５年８月１日改訂）

備考

見積依頼書受領 見積依頼書
（※メール又はＦＡＸ）

見積書提出
（※持参、郵送又はＦＡＸ）

見積合わせ

請書(１部)提出 業者決定

注文伝票受領 契約締結

納品

納品書･請求書提出

物品代金受領
※請求があった日から３０
日以内に支払

※　○内の数字は、事務の流れの手順です。

※例示品以外の同等品で見
積る場合は、見積書提出時
にカタログ等を提出

※見積書には、仕様書等に
示したとおりの品名（例示
品の場合）、規格、数量、
単価、金額及び合計を記入
（様式任意）

※郵送による見積書の提出
の場合も、見積依頼書に記
載された期限までに必着

※決定業者がＦＡＸでの見
積書だった場合は、業者決
定後、見積書の原本を提出

※契約金額が５０万円を超
え８０万円までは、業者が
決定した日の翌日から７日
以内に請書を提出

物品検査・検収
・受領

発注報告書受領

納品書･請求書受領

(会計課)審査・支払

物品契約（随意契約）事務の流れ

業者 契約検査室 物品発注課
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